
（運用基準　様式３）

保土ケ谷区総務部地域振興課

１　件名

２　委託内容

　 (１) 施設及び設備の維持・管理全般に関する業務

　 (２) 施設の運営全般に関する業務

　 (３) 事業に関する業務

　 (４) その他市民公益活動及び生涯学習推進に必要な支援

３　契約の相手方 特定非営利活動法人横浜市民アクト

４　契約金額 29,434,000円

５　契約日 令和3年4月1日

６　評価結果

評価点数 順位

128 1

７　評価基準・評価委員会開催経過等

８ 問い合わせ先 保土ケ谷区役所　地域振興課

生涯学習支援係　担当：飯島、岩間

電話：０４５－３３４－６３０７　　FAX：０４５-３３２-７４０９

提案者

特定非営利活動法人　横浜市民アクト

令和2年4月2日

ほどがや市民活動センター管理運営業務委託

評価基準については別紙資料のとおり。

「ほどがや市民活動センター管理運営業務委託契約」契約結果

ほどがや市民活動センター管理運営業務委託について、公募型プロポーザル方式で、受託候補者を特
定し、次のとおり契約しました。
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得点の合計 /70点　　

（４） 地域・利用者の声を
　　センター運営に反映させる仕組
　　みづくり

（５） 場の提供

（３） ワークライフバランスに関
　　　する取組

乗数

（３） 地域人材の発掘と育成

項目 配点 評価

３
　
管
理
運
営

（４） 個人情報保護等

（５） 事故防止等緊急時の対応

（８）  施設等との連携

（９） 相談業務とコーディネート

（１） 活動団体のネットワーク化

（２） 活動支援

（６） 情報の収集・提供

（７） 企画事業

（２） 市民公益活動・生涯学習
　　　支援関連事業の取組及び
      実績

評価点

（１） 経営方針等

（２） 職員の採用育成等

（１） 法人の経営状況・実績等

１
　
基
本
的
事
項

２
　
事
業
計
画

（３） 地域の特性、環境、ニーズ
　　　等の理解

（４） ほどがや市民活動センター
　　　運営理念

別添資料
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